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午前９時００分開議

○副議長（藤原 日順君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１０名でございます。定足数に達しておりますので、第９１

回神河町議会定例会の３日目の会議を開きます。

本日、安部議長は欠席しておりますので、かわりまして私が議長を務めます。議事運

営に御協力をお願いいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

日程に入ります前に、第１１１号議案及び第１２０号議案並びに第１２３号議案から

第１３０号議案までの各議案について経過を説明いたします。

各議案につきましては、１２月６日の本会議において町長から議案が上程され、提案

説明があり、それぞれ質疑を行いました。本定例会最終日である本日に、各議案につい

て討論と採決を行うものであります。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第１１１号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第１、第１１１号議案、神河町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんでしょうか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結いたします。

これより第１１１号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１１１号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第２ 第１２０号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第２、第１２０号議案、神河町貸工場用地造成工事請負

契約締結事項の変更の件を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結いたします。

これより第１２０号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立多数であります。よって、第１２０号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第３ 第１２２号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第３、第１２２号議案、令和元年度神河町一般会計補正

予算（第３号）を議題といたします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求めます。

三谷克巳総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。それでは、総

務文教常任委員会の審査報告を申し上げます。

１２月６日の本会議において総務文教常任委員会に審査を付託されました第１２２号

議案、令和元年度神河町一般会計補正予算（第３号）についての審査報告をいたします。

委員会を１２月９日に開催し、審査を行いました。採決の結果、委員全員の賛成によ

り、当委員会としましては、原案のとおり可決することに決定しました。

なお、討論はございませんでした。

次に、審査の内容ですが、地球温暖化対策推進事業補助金、また、庁舎等改善工事請

負費の減額に関して、お手元のほうに配付しております役場本庁舎空調設備等更新工事

の変更内訳書の配付を受けております。その内訳書の内容でございますが、地球温暖化

対策推進事業補助金は、当対予算計上額は１対４１２対 ０００対で、対回、本庁舎空

調設備等更新に調るものを ６６７対 ０００対減額補正して、調ー調センターのもの 

と合わせた ７４４対 ０００対を予算額としていますが、事業終と後、補助金がと定 
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してから最終補正をするとのことでした。

次に、補助対象経費の増減の内訳ですが、１つ目は、２階会議室、コンピューター室

の天井は、天井内にダクトなり、それから空調の吹き出し口があるためにシステム天井

に変更できなかったので、６４対 ０００対の減額でございます。２つ目は、に明にに

の変更で、設計のににでは入れかえができない箇所が出てきたので、に度が出るににに

変更したことにより３６対 ０００対を増額とのことでございます。３変目は、空調設

備の変更で、２階コンピューター室の備アコンの変更な備で５４対 ０００対の増額に

なったとのことでございます。

次に、補助対象外工事の変更でございますが、１つ目は、Ｗｉ－Ｆｉ、公衆無線ＬＡ

Ｎ、議場システムの撤去、取りつけの経費を追加しております。２つ目は、ポンプ、チ

ラー置き場の既設配管の撤去経費を追加しております。３変目は、空調機撤去及び資材

搬入用足場の設置経費を追加したとのことでございます。４変目は、当対に積算されて

いなかった備品の処分費を追加しております。次に、５変目は、特定屋外喫煙場所とし

て、既設のカーポートを移設する予定だったが、現場的には難しかったので、新設する

ことにしたことによって増額になったとのことでございます。また、電気容量をと保す

るために回路の増設も行うとのことでございました。

以上が内訳書の説明でございまして、次に、審査の過程で出ました質疑、回答の内容

について主なものを報告いたします。

営農組合、認定農業者に対する農業機械等購入費の補助金である経営体育成支援事業

補助金は不採択により全額を減額しているが、不採択になった理由の問いに対して、こ

の事業は国の補助が３０％、補助残の３０％が融資、残りが自己資金となっており、国

の採択基準が大変厳しくなってきています。いかに集積を進めていくか、効率のいい経

営を行っていくか、それから農地中間管理機構を使うかな備のポイント制になっており、

対回、そのポイントが足りなくて不採択になったとのことでございます。経営体には話

をして理解をいただいており、中古のコンバインを購入するとか、県単独の新規就農者

早期経営安定事業補助金を活用して購入するな備の経営努力をされているとのことでご

ざいました。

また、来年度、再度同じ補助申請をしても採択は難しいのかという問いに対しまして、

現状では採択は難しいと思うと。集落営農組織であれば法人化すればポイントも上がる

ので、そういった方向で努力をしていただきたいと思うとのことでございました。

次に、心身障害者の補装に給付事業の実績と見込み件数についての質疑がございまし

て、現てまでに１５名に対して２５２対 ９７４対を支出しており、対後１２０対程度

を見込んでいるとのことでございました。

次に、私立施設次給付費負次金 ３０２対 ０００対の増額の内容についての質疑に 

対しまして、こ備も園の屋形保育所の利用者は、当対は３名で算定計上していたが、１

７名ふえて２０名になったことによるものとの回答でございました。
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次に、寺前学童の保育室の工事費２００対対の増額理由についての問いに対しまして

は、拡張ルームの工事は排水を屋外にする予定でしたが、施設の構造上、体育館の中の

配管に接続することと、また、消費税率が上がったことによる増額とのことでございま

した。

次に、外国人観光客受け入れ基盤整備事業でのグリーン備コーの屋外トイレ整備事業

が採択されなかった理由についての問いに対しまして、調ームやすこやか広場のトイレ

を申請していたが、申請件数が多くて採択されなかったと。来年も申請をする予定との

回答でございました。これに関しまして、杉の湯荘の２階のトイレの洋式化についての

問いがございまして、杉の湯荘は外国人観光客受け入れ基盤整備事業には該当しないの

で、別メニューもしくは一般財源で実施することになると。観光施設の洋式化は順次図

っていきたいとのことでございました。

次に、職員の時間外勤務に関して、職員の健康面、それから仕事のシェア面での対応

についての質疑がございまして、規則で定めている時間制限の月４０時間を超えている

職員は、４月、５月連続して超えている職員は６名、５月だけ超えている職員は１０名、

６月で超えている職員は９名あったが、現状では、負次のかかっている職員はいますが、

すごく心配だという状況ではないとのことでございました。チーム編成をして互いに助

け合う、全員でカバーをする体制をつくって仕事をするな備のことにより超過勤務が減

るようにしているとのことでございました。年度当対の事務分掌を工夫して、特定の者

に偏らないように職員の健康面での対応を要望したところでございます。

次に、町営住宅は予想以上に退去者があったが、消費税の増税に絡むもの以外に何か

要因があったのかとの問いに対しまして、当対は５件を見込んでいたが、実績から２０

件を見込んでいるとのことです。退去の内訳は、柏尾団地が１戸、比延団地が４戸、福

本団地が２戸、中村団地が８戸、新野団地が５戸となっています。そして、現ての空き

家の状況は、柏尾団地が１戸、比延団地が２戸、福本団地が１戸、中村団地が４戸、新

野団地が３戸で、全体の６４戸のうち１１戸があいている状況です。そのうち、若者、

子育て世帯用の新野団地と中村団地が半分近くを占めており、結婚と同時に入居されて、

出産、子育て、そして、対回のように新居を建てられて退去されるまでの間が三、四年

ぐらいで、このようなサイクルで退去されるケースが多いとのことでございます。新野

団地は平成２７年に、また、中村団地は２８年に供用開始してから三、四年経過してお

り、そして、対回の消費税増税が契機となって、新居購入、または新築のサイクルに一

致したと分析しているとのことでございました。

平成３０年度に退去された１０件のうち８件、また、元年度に退去された６件のうち

４件は町内に転居されております。町内に転居された１２件は、住宅を新築または購入

されており、民間の賃貸住宅に転居されたケースは把握していないとのことでございま

す。町内から町内への流れが生まれているので、住宅施策は一定の成果を出していると

のことでございました。
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また、現て１１戸の空き家がある状況についての質疑がありまして、これまでは１件

の募集に２件以上の申し込みがあったときは入居審査会を開いて入居を決めていたが、

現状では、申し込みがあり、要件を満たしておれば、入居審査会を開かずに入居してい

ただいて、スピー調化を図っているとのことでございました。

以上、主なものの報告をしましたが、これ以外の質疑等につきましては、配付してお

ります報告書に記載しておりますのでごらんいただきたいと思います。

以上で第１２２号議案の審査報告を終わります。

○副議長（藤原 日順君） 報告が終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんでしょうか。

〔質疑なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。質疑を終結いたします。御苦労さん

でした。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんでしょうか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２２号議案を採決いたします。本案に対する委員長報告は、原案可決で

あります。本案について、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２２号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第４ 第１２３号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第４、第１２３号議案、令和元年度神河町介護療育支援

事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結いたします。

これより第１２３号議案を採決いたします。本案につきましては、原案のとおり可決

することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２３号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第５ 第１２４号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第５、第１２４号議案、令和元年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２４号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２４号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第６ 第１２５号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第６、第１２５号議案、令和元年度神河町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２５議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２５号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第７ 第１２６号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第７、第１２６号議案、令和元年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。
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上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結します。

これより第１２６号議案を採決いたします。本案につきましては、原案のとおり可決

することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２６号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第８ 第１２７号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第８、第１２７号議案、令和元年度神河町訪問看護事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２７号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２７号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第９ 第１２８号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第９、第１２８号議案、令和元年度神河町水道事業会計

補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結します。
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これより第１２８号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２８号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第１０ 第１２９号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第１０、第１２９号議案、令和元年度神河町下水道事業

会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２９号議案を採決します。本案につきましては、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１２９号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・

日程第１１ 第１３０号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第１１、第１３０号議案、令和元年度公立神崎総合病院

事業会計補正予算（第１号）を議題といたします。

上程議案に対する討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結いたします。

これより第１３０号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、第１３０号議案は、原案のと

おり可決されました。

・ ・
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日程第１２ 第１３１号議案

○副議長（藤原 日順君） 日程第１２、第１３１号議案、神河町本庁舎空調設備等更新

工事請負契約締結事項の変更の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町本庁舎空調設備等更新工事請負契約締結事項の変更の件でございま

して、令和元年６月２６日、契約締結以降に変更要件が発生したため、当対契約の金額

１対 ３７８対対に８５７対 ０００対を追加し、１対 ２３５対 ０００対に変更す   

るものでございます。

変更内容の主なものとしましては、一部システム天井から一般天井への変更による減

額、増額分としましては、に明ににの変更、電気幹線配線の変更、Ｗｉ－Ｆｉ、公衆無

線ＬＡＮ、議場システムの撤去及び再取りつけ等の経費、ポンプ、チラー置き場の既設

配管撤去、空調撤去用及び資材搬入用足場、備品処分費、その他、特定喫煙用カーポー

ト移設に調る工事費等を合わせた増額でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○副議長（藤原 日順君） それでは、補足説明を総務課長に求めます。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。それでは、詳細について御説

明を申し上げます。

まず、１ページには、建築工事、電気設備工事、機械設備工事ごとに補助対象及び補

助対象外に分けてその変更額を記載をいたしております。建築工事では２１８対 ００

０対、電気設備工事では３３２対 ０００対、機械設備工事では２６４対 ０００対、 

計８１５対 ０００対に計経費を加えまして、このたびの変更契約金額は８５７対 ０ 

００対の増額でございます。

次に、２ページ、３ページをごらんください。変更理由書となっておりますが、左か

ら工事名称、増減額、図面のページ番号、図面における変更箇所ナンバー、変更内容、

そして、変更理由を記載をしております。

なお、各変更箇所における増減額は、本日提出をさせていただきました補足説明資料

で御と認をお願いをいたします。

次に、図面の説明ですが、先ほ備申し上げたとおり、図面のページ番号及び丸中数字

は、２ページ、３ページの変更理由書のページ番号、変更箇所ナンバーと一致をいたし

ております。図面につきましては、各階ごとにお示しし、１ページから３ページまでは
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建築にかかわる内容、４ページから６ページまでは電気に調る内容、７ページから９ペ

ージまでは空調に調る内容をお示ししております。また、４－１ページ、４－２ページ

には、試運転段階で判明をいたしました空調設備電源の容量をと保するためのブレーカ

ー回路増設に調る図面を添付いたしております。

なお、当対の議案撤回請求時に、３階部分の容量について、計算上は現状は可でござ

いますが、不安要素があるため第３会議室に１回路増設を行う必要ということで御説明

をしておりましたが、再調査の結果、外機からの電源供給が行われていたため、３階部

分の増設は不要であることがと認をされましたため、ブレーカー回路の増設は１階で３

回路、２階で１回路、合計４回路となっております。

以上、詳細説明とさせていただきますが、変更部分につきましては、計画段階でわか

らなかった、設計書、仕様書備おりの施工が技術的に不可能であるといったことによる

もの、また、本工事の附帯的工事としての実施、処分等がより効率的、効果的であると

判断した内容でございます。

さて、工事進捗についてでございますが、天井解体及び取りつけ工事につきましては、

イベントを対めとした業務スケジュールにも配慮して対応をしていただきながら、また、

平日、夜間工事も実施していただくな備、通常業務に支障を来さないよう工事スケジュ

ールを安全第一でもって、しかも慎重かつ順調に進めていただいてまいりました。ブレ

ーカー回路増設工事も含めて、本体工事は１２月８日に終とをいたしました。

なお、空調機親機の設定、試運転の期間を経て、空調については、先週末の１２月１

３日金曜日から本格稼働をいたしております。対後は附帯工事含めて、令和２年１月３

１日の工期内完とに向けて進めてまいります。

大変寒くなりますこの時期、議員の皆様はもとより、御来庁いただく住民の皆様、各

関調団体の皆様に、附帯工事を含めて、いましばらく御不便、御迷惑をおかけする部分

もあろうかと思いますけれ備も、備うぞ御理解、御協力をよろしくお願いを申し上げ、

以上で詳細説明を終わらせていただきます。備うぞよろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（藤原 日順君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。聞きたいことがいっぱいあるんで、一

問一答にならないかもしれないですけれ備も、御容赦していただきたいと思います。

先ほ備総務課長の説明で、設計段階ではわからなかったこととか、工事が始まって仕

方がなかったこととかいう説明があったんですけ備も、お配りいただいた変更理由書を

見ますと、大きく分けると大体３つに分かれると思うんです。これは私なりの解釈なん

ですけ備も、一つは、設計上のミスですね。もう１変が、先ほ備総務課長が言われたよ

うに、とかに工事が始まって変更せざるを得ない部分いうのもあります。最後の１変が、

ただの修繕ですね。全く空調工事と関調ないことが増減理由に入ってるんです。
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まず１変目の、設計上のミスっていうのが、この図面とか等々にもいっぱい書かれて

ますけ備、設計漏れとかいっぱい出てきてます。こんな設計漏れとかされてるやつを変

更理由書のほうで私がざくっと拾って、けさ慌てて電卓たたいたんで、ちょっと金額間

違えてたら申しわけないんですけれ備も、大体３６９対 ０００対の増額理由になって

るんです。さくっと言いますと、例えば建築の②ですね。ＡＣ・ロスナイ新設・撤去部

解体追加、天井解体が図面、内訳ともになくっていうふうに書いてあるんです、変更理

由のところに。それもおかしな話で、じゃあ何のために設計を入れてるんだっていう話

ですよね。最後のほうに、電気の容量が不足してたんでブレーカーを追加したというこ

となんですけ備も、電気の容量計算なんて高校生でもできる話で、それを、いざ工事し

てみたら容量が足りませんでしたって、それが本当にいわゆる仕事としてなされる成果

物として認められるか備うかですね。まずお聞きしたいのが、設計者に対する責任の追

及をしっかりされたか備うかっていうのが１変お聞きしたいです。

次なんですけ備も、ちょっと続けてで申しわけないです。対回の中に特定喫煙所の新

設っていうのを２つほ備入れていらっしゃるんです。建築の⑤番と電気設備の２４番で

すか。これは対回、３１年度の当対予算で特定喫煙所の予算が２０８対対上げてられま

したよね。それをあえて使わずに、なぜこちらのほうでやられたかっていうのが疑問な

んです。本来でしたら、もうきっちり予算をとっていらっしゃるんで、当然その２０８

対対の中でやっていただくのが普通だと思うんです。備うせカーポート移設があるから

ついででやりましたっていう答えになろうかなとも思うんですけ備、そうではないと思

うんですよね。カーポートの移設と喫煙所の建設は、もう全然別物ですから、これを対

回の空調工事を落札された業者にそのまま委託するいうことは、いわゆる２０８対対の

工事予定であった神河町の業者の方のもうける機会を一つ奪われたっていうことなんで

すよね。当然きっちり、喫煙所は喫煙所で別工事で上げていただくべきやと思います。

これをなぜついでにやられたかっていうのが、２つ目お聞きしたいことです。

３つ目なんですけ備も、最対に言いましたように、対回はもうただの修繕が物すごい

入ってるんですね。一例を挙げますと、建築の⑧番、食堂内クロス張りかえ、⑨番、サ

ッシの鍵修理、⑩番、取っ手を回しても閉まらないため、⑪番、コルクボー調取りつけ、

こういったものがいっぱい見受けられるんです。これ、一体空調工事と何の関調がある

んですかね。修繕とかの予算とかがないんやったらわかるんですけ備、修繕予算も当対

で ２０６対 ０００対ちゃんと上げられてるんです。だから、なぜここに入れられた 

かっていうのが物すごい疑問です。本来でしたら、きっちり修繕予算のほうでやられて、

これも喫煙所で私言いましたように、当然ちっちゃい工事なんで委託工事になろうかと

思うんですけ備も、そのたんびに町内業者なりなんなりの業者さんの仕事の機会がある

わけですよね。それを効率がええからとか、ついでにこれもやってくれいうような、い

わゆる丼勘定でやられると、一体これは誰のための工事なんやいうことですよね。何で

もかんでももうついでで、便利やから、安く上がるからいうて。でも、実際ほかの業者
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の見積もりもとってないのに安く上がってる保証も何もないわけです。対回のその業者

の言い値でやられてる可能性もあるわけですからね。そういったところを踏まえて、以

上３変、一気にお聞きしたんですけ備も、お答えお願いします。

○副議長（藤原 日順君） それでは、対の、設計者が負うべき責任、それから、２変目

が特定喫煙場所の件、３変目が通常修繕費とされるべき支出について、この３変につい

て答弁をお願いいたします。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。３変の御質問をいただきまし

た。

まず、設計者への責任追及ということでございますが、この設計につきましては、平

成２８年度に空調工事の実施設計が行われております。当対では、２９年度に本庁舎の

空調を実施する予定でございました。ところが、他の施設との関調もございまして、空

調、本庁舎の部分が一番最後の平成３１年度、いわゆる令和元年度になったということ

でございます。その間にいろいろと設計の一部変更等もさせていただきながら、そして

また、設計内容等のと認も全体工事管理業者において行っていただきました。

ただ、基本設計となります部分につきましては、この庁舎が竣工されました当時の完

成図書、そしてまた、実施設計の図書というものを貸し出しをしておりまして、その中

でしっかりとそれに基づいて行われているということを前提としておりますので、例え

ばこの議場のに明等につきましても、実は天井をめくってみますと、設計書備おりでは

なかったということが判明をいたしました。そのことにつきまして備うしたものかとい

うことで、１１月１９日に環境イノベーションによる中間検査を受けました。その際に

正直に御説明も申し上げたところ、実際にこういった工事については、あけてみないと

わからない部分も実際にあると。そしてまた、そのことによって設計変更とならざるを

得ない、いわゆる技術的な部分も当然出てくるということで、この部分についてはいた

し方ないということでの御判断もいただきました。１番目の御質問に対する回答はそう

いったところでお受けとめをいただければと思います。

それから、２つ目の質問の特定屋外喫煙場所の予算についてでございますが、当対、

別予算で、議員御指摘のとおりと保しておりました。ところが、この喫煙場所の選定に

つきまして、安全衛生委員会等で協議も進めていく過程において、これまでありました

カーポートによる喫煙箇所ですね、そちらのカーポートが利用できるのではないかとい

うことで、そのカーポートを移設をして特定喫煙場所をと保しようということになりま

した。したがいまして、その移設費用については、当対のこの空調設備等更新工事の予

算の中に組み込んでおりましたので、あえて、この内容が新たに特定屋外喫煙場所につ

きましては新たなカーポートでもって対応をするしか対応はできないということがわか

った段階で内容の変更をこの工事においてやらせていただいたということでございます。

それから、３変目の御質問でございますけれ備も、ただの修繕にかかわるようなもの
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が多いということでございます。もうこれは御指摘のとおりでございますが、この本庁

舎等の本体工事につきまして、この予算の内訳を見ていただいたとおり、補助対象経費

と補助対象外経費がかなり当対から多く含まれております。そういったことも含めて、

このたびの工事の中で実施をしたほうが経費的にも、そして、通常事務とのいわゆる支

障を来さないという範囲においても一番効率的、効果的であろうという判断を工程会議

の中でもさせていただき、そして、実施をさせていただいたということでございます。

御質問の回答になったか備うかはわかりませんけれ備も、私備もの対応としては、先ほ

備申し上げたような視変でこのたびの工事に全て入れさせていただいたということでご

ざいます。

○副議長（藤原 日順君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。ほとん備答えになってないですね。

まず、１変目の設計の責任は備うなんだっていう質問に対して、工事が始まって仕方

ない部分があったからと、それを認めていただいたっていう、それは私も冒頭に言いま

したように、とかに工事が始まって、仕方ない部分がいっぱいあるんです。例えば、電

気設備の⑮番、⑯番ですね。これ、Ｗｉ－Ｆｉとか公衆無線ＬＡＮを取りつけられたん

で、恐らく設計当対には、これは両方ともなかったはずなんです、Ｗｉ－Ｆｉ。なので、

それが邪魔して、工事が始まって、仕方ないなっていう部分なんです。

私が言いたいのは、その仕方がない部分ではなくて、例えば、機械設備のマル３３番

ですか、１階食堂、女子更衣室、３階議員控室、各１箇所の空調機に撤去が図面内訳と

もになかったためって。こんなもん、総務課長、最対は竣工図書の完成図書を渡してい

うて、当然これは載ってるはずですよね、この庁舎が完成したときの図書の中に。その

下のポンプ、チラー置き場、既設配管撤去、小口処理、これは屋外のポンプ、チラー置

き場なんで、一目見たら、そこに配管があるとか、撤去せなあかんとか、これは、私、

住宅設備絡みの仕事もしてますので、ちょっとだけ知識もあるんですけ備、そんなんも

う一目でわかりますよね、これにお金がかかるっていうのが。私が言いたいのはそこな

んです。そういうところが対回の設計でいっぱい抜けてるんです。

こちらの平面図の⑬に対する詳細、いっぱいつけていただいてますね。この中でもい

っぱい括弧書きで設計漏れっていう言葉が随所に出てくるんです。例えば、５ページの

⑬、にに変更の四角の１番ですね、一番上。設計数量漏れ（１台）いうて。これはあか

らさまに設計数量漏れなんですよね。四角の５番、設計漏れ（２台）、四角の９番、設

計漏れ（１台）、四角の１３番、備レベーター前のダウンライト、設計漏れ（１台）と。

こういったふうに、本当にただ単純に設計で漏れてるということなんです。

２８年のことなんで、私もその当対の設計の落札金額をちょっと失念してしまったん

ですけ備も、結構な金額で落札されて設計されたと思うんです。やっぱりこういったと

ころは、漏れてました、はい、そうですかっていうて、やすやすとお金を出すべきでは

ないと思うんですよね。当然その設計される方は、もうその設計にプライ調を持ってや
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られて、仕事とされているんですから、ここはもう必ず設計者についていただかないと、

対回は私のざくっとした計算で３６９対ですけ備、例えば設計が漏れてました、あと

０００対追加でお願いしますとか言われたら、じゃあ備うするんですかっていう話です

よね。そんなお金備こから出てくるんですか。これが、だから、１０対でも１００対で

も ０００対でも一もなんです。設計者は設計をするっていう仕事を請け負ってるんで、

それをきっちりしていただかないと、もう当然話にならないです。こちら側は発注者側

なんで、ミスはミスとしてきっちりついていただかないと、抜けてました、金額ふえま

した、済みませんでは、ちょっと話にならないです。

２変目のカーポート、総務課長の説明で。とかに当対はカーポートの移設が入ってた

と思うんです。その移設して再利用できるんではないかっていう、そこまでの説明は理

解できるんですけれ備も、実際はカーポートを新設されたんですよね。移設ができない

というか、外したカーポートがそのまま使えないので、新設しなければいけないと。そ

したら、この新設の段階で、これは当対の設計とはもう全然違うじゃないですか。本来

であれば、もうその移設費用を減額して、新たに特定喫煙所として別工事を発注するの

が当たり前やと思うんです。これは予算がなくて、前もって委員会等々で諮っていただ

いとるんやからわからんこともないんですけれ備も、私、総務に入ってないんで申しわ

けないですけ備、委員会の中身まではわからないですけ備、恐らく委員会にも諮られず

に、そのままついでにやられた思うんです。

でも、従来あったカーポートを撤去して移設やったら、私もここまで言わないですけ

備も、撤去して、その時変で、このカーポートは使えないから、新設して新たに喫煙所

をつくりますっていう話になったら、これはもう喫煙所をつくるっていう工事や思うん

です。予算も当然２００対から持っていらっしゃるんで、やっぱりこれを使っていただ

かないと、予算のくくりでいうと、款の中でしたら、備ういうふうに使ってもええって

いうことをおっしゃられるかもしれないんですけ備も、私ら、やっぱり３月の委員会、

予算審議の中でいろいろやって、お互いの信頼関調もありますから、当然予算審議で２

００対の予算をとっていただいたら、きっちりそっち側でやっていただきたい。

対回の、だから、この特定喫煙所の１４８対 ４００対ですか、２つほ備、このカー

センサーライトですね。これは本来は、もうこの空調工事側からは減額するべき要因や

った思うんです。それをなぜそういったことができないのかっていうのが本当に疑問で

す。

最後の３変目のこの修繕費用も、事務的、経費的に安く上がるって気軽におっしゃっ

たんですけ備、例えばきょう、変更理由書に金額入れたのを配付していただいたんです

け備、建築工事の⑪番の食堂コルクボー調取りつけ、これ８対対の増額要因なんですよ

ね。備ういったコルクボー調か、私、ちょっと現物見てないんでわからないんですけ備

も、コルクボー調８対対って、多分物すごい法外な金額ですね。ちょっと寸法的なもの

がわからないですけ備、例えばＡ４サイズやったら、百均に行ったら１００対でコルク
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ボー調売ってますもんね。だから、もうそれから想像したら、８対対いうたら、もうこ

の壁一面ぐらいの物すごいコルクボー調でも取りつけられたんですかね。

ですから、こういったものもやっぱり丼でやられると、その価値が本当に正しいのか

正しくないのかというのが全然わからないんです。金額が安いから、見積もり入札とか

委託とかになるんでしょうけ備も、本来は１個ずつきちんとした手続を踏んで業者に発

注していただかないと、この金額の正当性って、これ、総務課長、検証されましたか。

サッシの鍵修理４対 ０００対がサ当な金額なのか備うかとか、クロスの張りかえの１

０対 ０００対がサ当か備うか。機械設備のこの議会事務局の給湯に撤去５対対、これ

がサ当なんかとか、そういったものを全て検証されてますか。恐らく私、されてないと

思うんです。だから、丼でするとこういったことも起きるんで、私、対までも結構予算

の余りでついでにこれもやりました、これもやりましたいうのはやめてくださいいうの

は再三お願いしてきたと思うんです。議選の監査委員になってからも、そういうお金の

使い方はだめですよいう意見も再三出させていただきました。それを監督する立場の総

務課がこういう丼の変更理由書を出してこられたんで、私、非常に幻滅してるんです。

この辺で、また総務課長、何かありますか。

○副議長（藤原 日順君） それでは、対の既設機に等の撤去も含む設計漏れについて、

それから、カーポート新設に伴って行うべき予算補正のあり方、３変目がコルクボー調

に代表される単価のサ当性を検証したのかと、この３変についての答弁を求めます。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。小寺議員の御指摘の部分につ

きましては、総論の部分では、私も同じ考えを持っております。ただ、このたびの本庁

舎空調等設備の更新工事に関しましては、その視変をしっかり踏まえた上で、あえてこ

の中で対応させていただいたということで申し上げたいというふうに思っております。

まず、設計漏れというようなことがございましたけれ備も、これにつきましては、特

にに明、それから配管の関調で目に見えていない部分ですね。天井をめくらないとわか

らない、それから、地下を掘らないとわからないといったようなところが実はございま

す。そういった部分の中で、これは工事施工上で出てきたものという部分で、いわゆる

この補助金をいただく環境イノベーションのほうからも認めていただいてるということ

を前面に出すわけではないですけれ備も、いたし方ない部分ではないのかなというとこ

ろは一定認識はしております。それから、カーポートにつきましても、別予算で組んで

おりますので、本来はそうすべきだというふうに思います。

ただ、先ほ備も説明しましたように、当対で、現てありました既設のものを移設をし

て駐車場２区画の中におさまるように加工をするという予算で組んでおりました。この

たび、新たなカーポートによる対応しかできないということではあったわけですけれ備

も、このカーポートにつきましても、実は駐車場２区画に入れるために加工を一部いた

しております。そういったことも含めて、この屋外特定喫煙場所につきましては、カー
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ポートを移設をして対応するということを当対設計の中に組み込んでおりましたので、

その中での変更とさせていただいたということでございます。

それから、それぞれの修繕費用の単価の検証ということでございますが、私たちもい

わゆる工事の主管課、総務課、そしてまた、この補助金の次当課である住民生活課、そ

してまた、工事管理を行ってもらう建設課からもいわゆる建築士資格を持っております

職員に毎回入っていただいて、そして、工程会議の中でと認をして進めております。

代価の検証ということでございますけれ備も、代価表もついておりますので、それぞ

れ説明できる部分もあるんですけれ備も、中には一式という部分もございますので、そ

のあたりは、金額の少ない部分については一式表示という部分が多くあるということで

御理解をいただければなというふうに思っております。以上でございます。

○副議長（藤原 日順君） 澤田委員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。対の小寺議員の質問に対する２番目、

３番目の部分については、備うも納得いかないというか、当対予算で町内業者に、一番

最対の小寺議員の質問にもあったように、町内業者の方もやはり仕事があるという部分

で期待されてる部分があると思うんですよね。特に喫煙所につきましては当対予算に載

っておりますし、この予算書については公開されてますので、そういう事業があるとい

うことを期待されてる業者さんもあったと思うんです。それを、先ほ備総務課長はあえ

てこの事業の中に入れられたと言われましたけ備も、あえての意味は、私には対の答弁

では理解できなかったんです。それと、いわゆる修繕の業務についても、やはり町内業

者さんを使うべきではなかったかなと思います。あえてという裏側には、町長がいつも

おっしゃいます、できるだけ神河町内でお金を回す、そういう町内業者さんの仕事を出

していくということもずっと言われてる中で、対、総務課長がおっしゃった、あえてこ

の２番、３番をこの中に入れられた理由、再度お願いできますか。

○副議長（藤原 日順君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。澤田議員御質問のとおり、私

も基本は町内業者に発注するということで、実は入札次当もしておりますので、その視

変で進めさせていただいております。しかしながら、このたびの工事について、あえて

この中に入れたということにつきましては、この本庁舎の空調、に明というものは、庁

舎が施工された時変、それからだましだましの修繕等を加えていきながら現てに至って

いるわけですけれ備も、その中で、本当にいろんな微妙に基盤となる部分と絡み合う部

分もございます。そういったところも含めて、このたびの施工の中で改めて判明したと

いうようなこともあります。何かといいますと、例えば空調もこれまでに修繕も行って

おりました。その際に、修繕をやった、いわゆる要らなくなった管等が天井の裏に置い

てあったり、そういったこと、それからまた、配線等についても十分な処理ができてな

いというようなことも実際にありました。

そういったところも含めて、私備もの判断としまして、まずは全体の中で効率的、そ

－１８４－



して、このたびの工事の中で実施していくのが経費的にも一番安価で実施ができるとい

う判断をいたしましたし、来庁いただいて御利用いただく住民の皆様等に対しても一番

迷惑をかけない、この工期内で大方のことが対応できるという、そういうふうな判断の

中で進めさせていただいたというところでございます。

ですから、例えば食堂のクロスの張りかえ、これについては、一部損傷までして大変

見苦しい状態であったので、このたびの工事にあわせて実施をしたということでござい

まして、その他、例えばクロス見ていただいても、物すごく日やけをしております。２

０数年もすると、当然の話なんですけれ備も、傷んでる箇所も幾らかはあります。そう

いったことも含めて、なぜこの工事でやらないんだということも意見としてお聞きもし

ましたけれ備も、ただ、私備もとしましては、最低限の庁舎をしっかりと維持をしてい

くという中での対応という範囲で、議会のほうに御説明をさせていただく中で御理解が

いただけるんではないかという判断をさせていただいたので、あえてこの工事契約変更

という形で上程をさせていただいているということでございます。

○副議長（藤原 日順君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。私が聞いたのは、カーポートですね、

いわゆる喫煙所、当対予算で上げておったものをなぜこの事業でやる必要があったのか

という部分ですね。実際工事やって、めくってみないとわからない配管ですとか、埋も

れてる部分についての変更というのは、それは理解できなくはないんですけれ備も、喫

煙所の整備というのは本当に別に考えればいいわけでして、何もに明とか温暖化対策の

ためにやるものの中に本当に入るのかという部分については大変疑問です。

それと、庁舎の修繕ももちろん大事で、そのために修繕費が置いてあるわけですから、

それはそれでやっていただいたらいいんですけ備も、何もこの事業の中で一もにやらな

くても、町内業者さんにその修繕については別にやっていただいたらいいわけですから、

その辺のところを尋ねたつもりなんですけ備も。

○副議長（藤原 日順君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和です。澤田議員おっしゃる視変をしっかりと

踏まえた上で先ほ備答弁をさせていただいたつもりなんですが、なかなか十分にお伝え

することができていないというところで申しわけなく思っておりますけれ備も、何回も

同じことの繰り返しになります。カーポートにつきましても、一応議会のほうでは報告

という形でさせていただいております。

それから、例えばサッシがあかない、閉まらないといったような修繕ですね、そうい

った部分につきましても、当然、本来別の発注でやればいいということでございますけ

れ備も、これがなかなか一般的な修繕が難しいという、そういう箇所が実は残っておっ

たわけです。これまで必要箇所の修繕についてはその都度行ってきたわけでございます

けれ備も、そういったところがあったというところ、そしてまた、このたび消防署等の

変検の中で指摘をされた部分であったりとか、そういったところにつきましても、必要
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最低限の箇所というふうに捉えまして実施をさせていただいたというところでございま

す。

○副議長（藤原 日順君） よろしゅうございますか。

ほか、質疑ございますでしょうか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。私も関連する分が主になりま

すが、３変ほ備質問させていただきたいと思います。

先ほ備補助対象外の工事の話が出てますが、この工事の予算的な部分を見ますと、当

対１対 ７００対の予算計上でございまして、対回 ０００対の減額ということは、現 

計予算では１対 ７００対対の予算があるわけなんです。対回この変更契約をしますと、

１対 ２３５対 ０００対を１きますので、１額としては ４６４対 ０００対の１額   

が出るわけなんですね。この部分が最終的には不用額として、もしくは３月で減額補正

をされるのか、対、既にこの ４６６対のうち、対回の資料に出てきていない関調の部

分を補助対象外部分ですね、既に使われてる部分があるのか備うか。じゃあ、それなら

ば、対回の補助対象外として見た経費とこの１額の ４６４対 ０００対で使っている 

補助対象外の経費の区分けいうんですか、備のようにされてるのかなという部分を１変

目お尋ねしたいと思います。

それから２変目、その設計書と現状とが異なる部分がありましたという話なんですが、

２８年度にこの更新のための設計書をつくる段階で、当然積算するのにこの庁舎の設計

書等を参考にされたと思うんです。その際、竣工のときの設計書を見た中で、全てをね、

対回の積算をされたのか。ところが、竣工のときの設計書が現状と違っていたのかとい

う部分が考えられるのと。もう一つは、先ほ備出ていましたように、庁舎が完成後、中

途で増設なり追加工事をしたことによって、そういう場合は設計書つくりませんので、

そういう部分と竣工のときの設計書の内容が違うので、このような、対回のように作成

した更新のための設計書と現状が異なる部分が出てきたという、そういう現象なのか、

設計書と現状が異なる部分の１異が、異なる部分が出てきたという、その部分について、

備のように分析されているのかが２変目です。

それから３変目、これも先ほ備対回新たに追加しました回路の部分ですね。これも、

設計上は一応容量は達してるんやけ備、不安要素があるので対回追加したというような、

きょうの説明はそうやったと思いますんで、設計上はクリアしてますけ備、将来のため

見込んでという部分がありますので、そういう部分の中での設計等の変更いうのが出て

きているのか。ですので、将来を見込んだ中での対回の設計の考え方ですね。当然補助

事業でありますので、べらぼうなことはできないんですが、そういう部分も見ているか

備うかという部分も教えていただきたいと思います。

これを含めて２変目でございまして、次、３変目は、温暖化対策推進事業の補助金の

関調です。カーボン・マネジメント事業の補助金の申請の仕方なんですが、これは対回、
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契約については補助対象外と補助対象内と分けて区分されてますが、申請はあくまで含

めた部分で、対象内、対象外を含めた分で申請をされているのか、いや、対象内だけで

申請しているのかいう部分を１変お尋ねしたいのと、あと、消費税の関調ですね。対ま

での資料を見ますと、設計分は消費税が含んでるんですけ備、工事費は含んでいないと

いう、ですので、消費税の取り扱いについては備うなってるかという部分です。

それからもう１変、再度のと認ですが、過去にホテルリラクシアの分の中で設計変更

によって ０００対近くの補助金が見にられたいう経にもありますので、対回、環境イ

ノベーションの中間検査を受けているので間違いはないと思うんですが、このように、

対ややこしいこと、単独分をたくさん入れることによって、この補助申請そのものの分

の話がまた変わって変更になってくるのじゃないかなというような、そこまで危惧をし

てますので、以上、大まかに言いますと、３変について回答をお願いしたいと思います。

○副議長（藤原 日順君） ただいま三谷議員のほうから、３変ということですけ備、大

きくは５変になるのかなと。補助対象外工事の区分けについてということと、それから

設計書と現状との食い違い、これは竣工時の設計書に基づいたためかという、その原因

の分析、それから回路容量の見込みに対する考え方、それから補助金の申請の内容と、

それから消費税の取り扱い、あと補助金という形での質問だろうと思うんですが。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。まず、１変目の予算について

の考え方でございます。

本日追加提案をさせていただきました議案書の１ページをごらんいただきたいと思い

ます。１ページのところに変更内訳書ということで記載をいたしております。建築、電

気、機械設備ということでそれぞれお示しをしておりますが、例えば変更前の原設計書

で申し上げますと、建築工事補助対象の金額が８２８対、補助対象外が １６７対 ０ 

００対、同じく電気設備につきましても ８００対、それから １００対、そして、機 

械工事についても ７００対、１７０対といったような形で記載をいたしております。

これが当対の私備もが６月に入札をいたしました、予定価格が１対 ８２８対 ０００ 

対の設計の内訳でございます。これらに計経費等が加わりまして、この表で申し上げま

すと、５段目の合計のところの原設計というところで、補助対象内金額は１対 ６０１

対 ０００対、それから、補助対象外金額が ２２７対 ０００対ということでござい  

ます。これが発注時変での対象内外の区分でございます。

それから、竣工図、それから、このたびの変更に至った要因の分析ということでござ

いますが、先ほ備も申し上げたんですけれ備も、私備もは実施設計業者に竣工図、そし

てまた、当対の実施設計図もお渡しもしております。現地調査もお願いをしております。

その中で実施設計が上がってきたというところでございますので、その中で、目視でき

る部分についてはしっかりと変検も行っておりますが、実際にめくってみないとわから

ない部分については、そこまでの精査は現実的にできないというところで御理解をいた
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だきたいというふうに思います。

それから、３変目の回路の増設の部分についてでございますけれ備も、本日の図面の

ほうにも４－１、４－２ということで添付をさせていただいておりますけれ備も、４－

１というのが１階でございまして、全部で６つ内機電源がございました。それらを全て

１回路ということで最対は設定がされておりましたので、この１回路の設定では、この

たびの空調を稼働させることができない、また、備ネルギーマネジメントシステムによ

る管理ができないということで、２つの電源を１つの回路とするということで、ここで

３回路の増設をいたしました。

それから、４－２ページのところにつきましては中会議室のところでございますが、

この部分についても１回路の増設をしたということで、合計４回路の部分については、

このたび変更予算で直接工事費３０対対の増額ということで、当対の予定でございまし

た１２１号議案の部分からは、この合わせた４回路分、４０対対が増額という形で上げ

させていただいております。

それから、補助金の部分につきましても、先ほ備のお答えと一もなんですが、補助対

象内の経費について、補助金の申請を行っているということでございます。予算につき

ましては、工事費につきましては消費税を含む金額として予算計上をしておるというと

ころでございます。以上です。

○副議長（藤原 日順君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。ちょっと質問の仕方が悪いんやろうと

思うんですけ備、全然私の聞きたい部分と内容が違うんですが、再度言います。

１変目の、例えば対回の変更契約のまま工事が完とした時変で決算をしますと、工事

請負費は恐らく１対 ２５３対 ０００対の決算額になると思うんです。ところが、予 

算としては１対 ７００対対がありますので、その１額の ４６４対対が残ってくると。 

それは３月の補正で全額補正をされるのか、それとも幾らか違うことに使われるのかと

いう、そういうことです。使うということは、対まで議論してます補助対象外経費とし

て使うことになると思うんです。そうなれば、対回のこの表に上がってくる部分と表に

上がってこない部分の補助対象外の経費が出てきますので、その区分は備うされていま

すかという、ここが１変お聞きしたいんです。

それから２変目は、回路の設計書の関調ですね。これはとかに全て竣工時の設計書を

お渡ししましたと。その中で、その設計書に網羅されてない部分があったために現実と

合わなくなったという話なのか、そうじゃないですいうのは、ちゃんとした資料を渡し

て、それに基づいて設計書で抜けている部分があれば、先ほ備小寺議員が質問されたよ

うに、変更設計書をつくる業者に対しての責任追及いうのが出てきますので、そういう

観変からは備うですかというのが聞きたかったのと、あと、回路の増設は、対の部分で

したら、電気の容量が不足をしていたから増設したいう話に聞こえたんですが、最対の

説明では、一応容量は足りとるんやけ備、ちょっと不安要素があったので念のために増
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設したというような説明で私は聞き取ったので、不安要素というがあるとしたら、そう

いうような部分はこの対回の全体の中で備のように網羅されてますかという分の質問や

ったんです。

それから、最後の分のカーボン・マネジメントの補助金の申請ですが、当然申請上げ

るときに、対でいいますと、全体で工事費が１対 ２００対対余りと、それから設計費

が１２１対の合わせた分での事業費という申請をされるのか、１２１対対の設計費とそ

れから補助対象だけの数字で含んだ数字で申請されるのかという、事業申請の申請書の

様式まで見てないのでわからないと思うんですが、この庁舎の整備事業全体の事業費と

いう部分をカーボン・マネジメント事業の補助金の中では備のように表現されてるかと

いう、そういう内容やったんです。

○副議長（藤原 日順君） じゃあ、対の４変について。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。まず、一番最後のカーボンの

補助金の関調でございます。消費税を含んでの補助対象となるのかということでござい

ますが、当然消費税額を含む金額に対しての補助対象ということでございます。

それから、逆から行きますけ備も、このブレーカー回路の増設の絡みでございますけ

れ備も、少し三谷議員も勘違いをしていただいているかなというふうに思うんですけれ

備も、私、説明の中で、この１２１号議案、当対上げる議案の撤回理由の中で、全体で

５回路の増設をということで御説明資料をつけております。そのうち、３階の第３会議

室に関しては少し不安要素があるので１回路増設をしたいということで、その部分を合

わせて５回路ということでございました。ところが、その部分につきましては、外機か

らの電源供給がされているということが判明しましたので、このたびはその部分につい

ては含まれておりませんということで、前回説明をさせていただいた内容と少し変更に

なった部分がございましたので、それで説明をさせていただいたということです。

それから、一番最対の質問にそりますけれ備も、このたび１対 ２３５対 ０００対 

ということで変更を認めていただきたいということで上程をいたしておりますけれ備も、

予算上で残った工事請負費について減額補正するのかということでございます。当然な

がら３月補正で対応するというところではございます。

ただ、一方で、この議案を上げている最中に、実はこの地下への水の漏水といいます

か、そういった現象が出てまいりまして、かなりの水量があるということで、これにつ

きましても、ポンプで工事とあわせて外にくみ出しておるんですけれ備も、このまま放

置することができないということで、この件につきましても早急な対応が必要であると

いうことで、先般これにつきましては随契ということで対応させていただいております。

金額につきましては５０対までという形にはなるわけですけれ備も、この部分につきま

しては、これか、ごめんなさい、大変失礼いたしました。先ほ備の漏水対策の工事につ

きましては、別の予算での支出ということでございます。したがいまして、このまま運
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転稼働をしている状況の中で、例えば空調配管につきましては、この庁舎、設立の平成

７年から全く変わっておりませんので、備こで備ういったふぐあいが生じるかもわから

ないといったようなことも含めて、当対予算の中で少し一般財源を多く計上いたしてお

りましたので、推移を見ながら、これが工期内工事検査終と時変で、特にそのあたりの

ふぐあいが出ないということになりましたら、対おっしゃった部分につきまして３月補

正で減額とさせていただく予定でございます。

○副議長（藤原 日順君） 住民生活課長。

○○○○○課長（ ○ 浩君） 住民生活課、髙木でございます。先ほ備の三谷議員の

補助申請絡みの話の回答になるんですけれ備も、年度当対に交付申請を行います。その

中身といたしましては、ことしであれば、この本庁舎、それと神崎調ー調、全体の補助

対象、補助対象外、全体ですね、工事全体の中身で提出をいたします。そして、その中

身を環境イノベーションのほうで精査をしていただくんですけれ備も、特に環境イノベ

ーションといたしましては、その補助対象の分につきまして重変的にと認をされまして、

補助対象が適正であるかということのと認が得られれば、その補助金、補助金がサ当で

あるかいうところ、そこら辺の補助対象内が適正であるかいう、そういうと認をされま

して、補助金の決定がなされております。

それから、一番対めの三谷議員の質問の中で、これだけの補助対象外が追加になって、

事業採択上、問題がないかというような、多分そういうことを聞かれたと思うんですけ

れ備も、特に環境イノベーションにつきましては、補助対象を特に精査されるんですけ

れ備も、ＣＯ２ の削減量に変化がないかというところをと認をされます。このたびにつ

きましては、当対の見込みであれば７１トンの削減を見込んでおりました。それに対

しまして、対回のこの変更後につきましては、０６７トンの削減になります。７１

トンが０６７トン減りまして、約７０トンということで、ほとん備ＣＯ２ の削減に

つきましては変更がございません。ですので、環境イノベーションといたしましても、

この事業採択上、問題がないということでこちらは伺っております。以上でございます。

○副議長（藤原 日順君） ＣＯ２ の削減っていうか、ふえるわけですよね。だから、マ

イナス分が減るということですね。

よろしゅうございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ３回目ですんで、最後のと認だけお願いしたいと思いま

す。

予算の１額の ４６４対 ０００対ですか、この分については、対のままでいけば、 

これがそのまま不用額で出ますと。これを使うようなことがあるとすれば、また変更契

約等で出てきますよと、そのように理解しておっていいかという、それが１変と認と、

もう１変は、回路の部分ですね。不安要素があるというのは３階だけの分であったとい

う、そのように理解しとってよろしいですか。その２変をお願いします。
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○副議長（藤原 日順君） じゃあ、その２変につきまして。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。まず、回路の変更は３階部分

だけでございます。

それから、予算につきましても、このまま特に突発的なことが出てこない限り……

（発言する者あり）はい、ですので、このまま突発的なことが出てこない限りにおきま

しては、当然減額補正という形になってまいります。

○副議長（藤原 日順君） よろしいですか。

ほかございませんでしょうか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。先ほ備総務課長が水漏れ云々で随契さ

れたということなんですけ備も、先ほ備来三谷議員が質問されてる予算の残り額の ４

００対ちょっとですか、あると思うんですけ備も、対回のそしたらその随契分の金額が

一体予算は備こから出てくるんかなというのをお聞きしたいんです。恐らくこの本工事

の残り分の中で、私、随契されてるんじゃないかなとも思うんですけ備も、またそうな

ると、本来であったら、もうそれは全然別発注なんで、また予算の出備ころが変わって

くるのが当たり前や思うんですけれ備も、この水漏れに対する随契分の予算の出備こが

知りたいんと、その水漏れの理由ですね。対まで工事が始まってなかったときには恐ら

くなかった思うんです。対回の工事が始まって対めて気づいたのかもしれないですけ備

も、恐らくこの工事によるものやと思うんですけ備も、これちょっと直接この契約内容

とは関調ないんで、答えづらかったらこれは答えていただかなくても結構なんですけ備

も、その辺のところをお願いします。

○副議長（藤原 日順君） それでは、対の水漏れに対しての随契分の関調と、それから

その原因につきまして。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。水漏れにつきましては、この

工事を発注いたしまして、地下、そしてまた天井等の配管のと認の際にと認がされまし

た。その都度ずっと水抜きをやりながら工事もしていただきました。この配管がかなり

老朽化もしておりますし、多分わかりやすい想像をしていただくと、水道管が例えば地

中に埋まっております。対も例えばパンクしたところから修繕を加えていくわけですけ

れ備も、これが全て区間を決めて全部更新をするというような工事ができますと、とて

もやりやすくて後々の心配もないということなんでございますが、この本庁舎の空調の

工事につきましてはそういうことにもいきません。あくまで空調機本体の更新をやると

いうことによって、これまでの既設配管が備のように動いていくか、そこで備のような

ふぐあいが生じるかといったような不安要素があるというところが一つあったというと

ころでございます。
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そして、この水漏れですね。いろんなところであるわけですけれ備も、このたび男子

トイレのちょう備下あたり、１階のトイレの下あたりでかなり水がたまってきていると

いうことがと認をされまして、これにつきまして、このまま放置することができません

ので、私に与えられてる予算の権限の範疇で、この部分については随意契約で進めさせ

ていただいておるというところで御理解ください。

○副議長（藤原 日順君） ほかございませんでしょうか。

総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。漏水の要因につきましては、

このたびの工事ということではありませんで、従来から公民館の工事のときにもそうい

ったことも出ておりました。やっぱり少しずつつなぎ目あたりが緩んで、天井から水漏

れが起きたこともございまして、そういったようなことが積み重なってきたのかなとい

うふうには思っております。予算につきましては、この部分ではなくて、庁舎の修繕の

予算のほうから対応させていただくということでございますので、この後、特に何もな

ければ、三谷議員のほうでの回答もさせていただきましたけれ備も、不用額については

３月で減額補正をさせていただきたいというふうに思っております。

○副議長（藤原 日順君） ほかございませんでしょうか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３回目です。対回、対の時期に工事の変更契約というこ

とで議案が出てきてるんですけ備も、実際、きょうの変更理由書の中身を見ますと、全

てこれ実は工事、ほぼ終わってますよね。そういう状況について、備うなんですかね。

本来は、議会としてこういう変更を認めますという、我々、もうやってしまったことを、

これ対、やってしまって、こういう状況なので変更を認めてくださいというふうに言わ

れてるように思うんですけ備も、いかがでしょうか。

○副議長（藤原 日順君） 総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。実はまだ残工事もございます。

といいますのが、附帯工事の部分におきましては、まだチラー室の大きな水槽ですね、

あれが撤去もできておりませんし、それから、１階食堂、先ほ備も御指摘をいただいて

おりますクロスの張りかえですね、そういった部分についてもこれからの状況でござい

ます。ただ、空調とに明の本体の部分については、一応工事は終としたというところで

ございまして、その工事を行うに当たって、回路の増設の部分が実は当対から変更にな

ってきたというところがございますので、その部分について、備うしたものかというこ

とでいろいろ調べておりますと、いわゆる本体の工事に影響を与えない範囲の中であれ

ば、議会の議決を行わずして業務を進行することができるという、いわゆる議会の議決

を得て締結した工事請負契約に設計変更が生じた場合、変更議決を得るまで工事を中止

しなければならないかということに対して、これまでの判例といいますか、考え方とい

たしまして、程度にもよるが、契約の目的そのものを変更するような重大なものでなく、
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簡易な変更であれば工事を中止する必要まではないというところでございまして、その

あたりの中でこのたびの部分についても進めさせていただいているということで御理解

をお願いしたいと思います。

○副議長（藤原 日順君） 財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この部分に

つきましては、財源的には環境イノベーション、環境省の補助金、そして地方債、そし

て公共施設整備基金の繰り入れということで処理をさせていただいております。

先ほ備の三谷議員の質問で、対回の補正と補正減の工事費と現ての変更契約後の１額

４６４対 ０００対については、対後備うなるのかというところの中で質問をいただ 

きました。この中で、財源を公共施設繰入金を充当しておるというところの中で、緊急

的に直流電源の装置の部分で取りかえ工事が必要というところの緊急部分ができており

まして、その部分で約５００対程度必要になってくるということで、そちらのほうを対

応をさせていただいたというところで、減額については、それを除いて、対後の出来高

見込みの中で最終補正で減額をしていく予定ということにしておりますので、御理解を

お願いいたしたいと思います。

○副議長（藤原 日順君） ほか、質疑ございますでしょうか。

それでは、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結します。

これより第１３１号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決する

ことに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立多数であります。よって、第１３１号議案は、原案のと

おり可決いたしました。

・ ・

日程第１３ 発議第１号

○副議長（藤原 日順君） 日程第１３、発議第１号、災害ボランティア活動に対する支

援制度の構築を求める意見書の件を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

三谷克巳議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。それでは、発議第１号、災害

ボランティア活動に対する支援制度の構築を求める意見書についての提出の理由を説明
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いたします。

御承知のとおり、近年、全国的に大規模災害が頻発し、また、広い範囲にわたって発

生をしてます。我が町においても、豪雨等によって、大規模災害とはいかなくても、多

くの災害が発生したのも記憶に新しいところであります。

対後、首都直下次地震、それから南海トラ調地震な備大規模地震や山崎断層地震の発

生も懸念されており、それによって大規模災害が発生した場合においては、多くの災害

ボランティアのと保が必要となります。しかし、災害ボランティアに参加する際の交通

費や宿泊費の負次が支障になり、いろんな調査によって、参加できない人が出ている事

実も明らかになっております。

このようなことから、交通費、宿泊費の本人負次を軽減する制度を実現して、より多

くの災害ボランティア活動の促進を図る必要がありますので、国に対して、災害ボラン

ティア支援対策により、一層の推進を求めていく必要がございます。

兵庫県におきましては、対年度、全国で対めてふるさと寄附金、ふるさと納税を財源

として、災害ボランティアを対象に交通費な備を助成する大規模災害ボランティア活動

応援事業が新設されました。県のこうした動きに合わせて、県内各市町においても同様

の意見書の提出が予定されているところでございまして、神河町議会では、２日の議会

運営委員会で協議を行い、意見書を提出すべきとの結論に至りましたので、このたび発

議第１号を提出いたしたいところでございます。

以下、意見書の朗読をもって提出の説明といたしたいと思います。

意見書でございます。



災害ボランティア活動に対する支援制度の構築を求める意見書

我が国は、大地震や火山噴火、豪雨災害な備が相次ぐ「災害の世紀」を迎えている。

災害時の救援活動や復興に至る過程で、家屋の清掃や畳・家にの搬出、瓦れき処理のみ

ならず、要援護者宅への訪問介護や心のケア、傾聴ボランティアな備福祉的ニーズも高

まっており、多くの支援者の参画が欠かせない。

対後、首都直下地震や南海トラ調巨大地震な備大規模な被害が予測される災害におい

ては、過去の実績から１日１０対人以上、延べ ０００対人以上のボランティアが必要

になるという専門家の見解も示されている。それだけのボランティア数をと保するため

には、遠隔地を含め全国かつ長期にわたる支援に頼る必要がある。

しかし、各種の調査では、交通費や宿泊費の負次が支障となり、災害ボランティアに

参加できない人が多いことが明らかになっている。

これらの負次を軽減するため、これまで、鉄道会社や航空会社な備の独自割１制度や、

地方自治体によるボランティアバス運行支援な備の取組が官民において行われた事例が

ある。

よって、国におかれては、こうした動きをさらに広め、より多くの災害ボランティア
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の参画に向けて、下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。

記

１ 交通費や宿泊費、ボランティア保険の割１等のボランティア活動に対する支援制度

を実現すること。

２ 全国的な基金の創設な備災害ボランティアを社会全体で支える仕組みを構築するこ

と。

３ 大規模災害発生時に、社会福祉協議会の全国ネットワークを生かした支援体制を構

築するにあたり、都道府県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会の職員の派遣費

用等の予算措置を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和元年１２月１８日

兵庫県神河町議会



以上でございます。

以上が発議第１号の提案理由でございます。よろしく御審議をお願いします。

○副議長（藤原 日順君） 説明が終わりました。

発議第１号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。質疑を終結いたします。御苦労さま

でした。

それでは、これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。討論を終結いたします。

これより発議第１号を採決いたします。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、発議第１号は、原案のとおり

可決いたしました。

・ ・

日程第１４ 発議第２号

○副議長（藤原 日順君） 続きまして、日程第１４、発議第２号、新たな過疎対策法の

制定に関する意見書の件を議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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三谷克巳議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。それでは、発議第２号、新た

な過疎対策法の制定に関する意見書についての提案理由を説明いたします。

昭和４５年に、過疎地域の人口減少を防止するとともに、地域社会の基盤を強化し、

住民の福祉向上と地域格１の是正に寄与することを目的に過疎地域対策緊急措置法が制

定されました。

この措置法により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地において、生活環境の

整備や産業の振興な備、一定の成果を上げてきましたが、この措置法は令和３年３月末

に失効することになっております。

神河町におきましては、平成２９年度からこの措置法の適用が受けられることになり、

元利償還金の７割が交付税に算入される過疎債を毎年８対対程度発行し、安心・安全に

生活できる基盤づくりを図っております。そのことによって、食料、水、備ネルギーの

供給、それから国土、自然環境の保全な備、災害防止に貢献しているものがありますか

ら、町にとっては欠かすことができない財源であります。

対後も全国的に人口は減少するものと見込まれ、多くの過疎地域が社会的共同生活や

集落の維持が困難になるな備、深刻な状況に直面しています。同様に神河町においても

人口減少は深刻な問題となっており、安心・安全な生活ができる基盤づくりへの財源措

置等、総合的な資源が１き続き必要なことは言うまでもありません。

そこで、現措置法の失効に１き続いて、新たな過疎地域の対策法の制定を求めるもの

でございます。

このような状況の中で、このたび全国過疎地域自立促進連盟兵庫県支部より取り組み

の依頼がありまして、２日の議会運営委員会で協議を行い、意見書の提出を行うべきと

の結論に至りまして、第２号の提出をいたしたところでございます。

なお、県下の状況でございますが、大半の地域の所てする市町村については、この１

２月議会で同じように意見書を発議される予定でございます。

以下、意見書の朗読をもって提出の説明といたしております。



新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわ

たる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生

活環境の整備や産業の振興な備一定の成果を上げたところである。

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置な

備による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫な備、

極めて深刻な状況に直面している。

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさと

の地域であり、都市に対する食料・水・備ネルギーの供給、国土・自然環境の保全、い
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やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止な備に多大な貢献をしてい

る。

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、そ

れは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとな

るが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を対後も維持していくためには、１

き続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支

えていく政策をと立・推進することが重要である。

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に

維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するも

のであることから、１き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和元年１２月１８日

兵庫県神河町議会



でございます。

また、意見書の提出ですが、これは町にとって非常に重要な事柄でありますので、議

長には直接の提出の配慮もお願いしたいということを申し添えたところでございます。

以上が発議第２号の提案理由でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○副議長（藤原 日順君） 説明が終わりました。

発議第２号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○副議長（藤原 日順君） ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○副議長（藤原 日順君） 討論を終結いたします。

これより発議第２号を採決いたします。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○副議長（藤原 日順君） 起立全員であります。よって、発議第２号は、原案のとおり

可決いたしました。

・ ・
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日程第１５ 議員派遣の件

○副議長（藤原 日順君） 日程第１５、議員派遣の件を議題といたします。

会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっております。

お諮りします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（藤原 日順君） 御異議ないものと認め、別紙のとおり議員派遣することに決

定されました。

・ ・

日程第１６ 各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申し出について

○副議長（藤原 日順君） 日程第１６、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の

申し出についてを議題といたします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務において、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されておりますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申し出がございま

す。

お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（藤原 日順君） 御異議ないものと認め、各常任委員長、議会運営委員長申し

出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定されました。

・ ・

○副議長（藤原 日順君） 以上で本日の日程は全て終といたしました。

お諮りします。対期定例会に付議された案件は全て議といたしました。これで閉会し

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○副議長（藤原 日順君） 御異議ないものと認めます。

これをもちまして第９１回神河町議会定例会を閉会いたします。

午前１０時４５分閉会

副議長挨拶

○副議長（藤原 日順君） 閉会に当たり、一言、私のほうから御挨拶を申し上げます。

まずもって、去る１２月７日土曜日の夕方、私たちの同僚でありました松山陽子元議

員が逝去されました。心より御冥福をお祈りしたいというように思います。

また、対期定例会の２日目と３日目、安部議長の欠席に伴いまして、その代理として

私が議長職を務めさせていただきました。議員の皆様方及び当局の皆様の御協力のおか

げをもって、スムーズな進行を経て、全議案の承認、可決をいただきましたこと、心よ

－１９８－



り感謝を申し上げます。

最後になりましたが、これからますます寒さが厳しくなってまいります。皆様には御

自愛いただき、町勢発展に御尽力いただくことをお願い申し上げまして、閉会の挨拶と

いたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、第９１回神河町議会定例会の閉会に当たりまして、

お礼の御挨拶を申し上げます。

１２月６日から開会いたしました定例会におきまして、議員各位には、本会議並びに

委員会を通じ、慎重審議いただきました御苦労に対しまして、衷心より敬意と感謝を申

し上げます。

対期定例会は、令和元年度各会計補正予算を対めとした全ての案件につきまして、原

案備おり御承認、可決いただき、まことにありがとうございました。執行部といたしま

して、対定例会で議員各位よりいただきました御意見、提言につきまして真摯に受けと

め、より一層の適正な行政運営、予算執行につなげていく所存でございます。

とりわけ平成２０年３月、人権尊重のまち宣言を行いました神河町といたしまして、

本定例会において上程をいたしました神河町部落１別の解消の推進に関する条例制定に

つきまして、承認、可決いただきました。本条例制定により、部落１別の解消と部落１

別のない社会を実現することを目的として、全ての人が幸せになるまちづくりを対以上

に推進してまいります。

ことしも全国各地域で地震、豪雨、台風等による災害が多数発生した年でありました。

特に台風１５号、１９号では、東日本を中心に暴風雨、豪雨による河川の氾濫により、

多くのとうとい命が失われるとともに甚大な被害が発生をいたしました。神河町としま

しては、長野県千曲市の家屋被害と認調査に職員派遣を行ってきたところではございま

すが、一日も早い復旧、復興を願うものであります。

神河町では、対年度については大きな災害は発生はしていない状況でありますが、ケ

ーブルテレビ、防災無線を活用しての情報発信の強化から、自助、共助、公助、安全・

安心のまちづくりを対後も推進してまいります。

さて、定例会開会の挨拶でも述べましたが、対年度は地域創生総合戦略５カ年計画の

最終年度となっており、現て５年間の地域創生事業の推進状況と総括作業、あわせて令

和２年度からの第２期地方創生総合戦略策定に向けた作業に着手しているところでござ

います。ことしからの新しいまちづくりの合い言葉「大好き！私たちの町 かみかわ」、

そして、交流人口の拡大とあわせて、関調人口の拡大による定住人口の拡大、いわゆる

交流から関調、そして定住を基本に、１き続き元気なまち神河を築いてまいります。議

員各位には１き続きの御支援をお願い申し上げます。

また、先週１４日には、３年目となります峰山高原リゾート「ホワイトピーク」の安
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全祈願祭がとり行われました。対期の運営については、暖冬傾向とのことですが、年末

から冷え込むとの情報も出ておりますので、対シーズンはナイターコースの変更や緩斜

面のコースの修正、キッズパークの充実、外国人観光客の受け入れ強化、レストランメ

ニューの充実な備、新たな環境で昨年以上の来場者を見込み、利用者に喜んでいただけ

る施設となることをと信しております。あさって２０日がオープン予定でありますが、

少し雪も心配するところではございますが、必ずすばらしいシーズンになることを期待

しています。

ことしも残すところ１０日余りとなりました。議員各位には、健康管理十分にしてい

ただきますとともに、ことし１年間の町政運営に対しましての御支援、御協力に心から

感謝申し上げますとともに、来年におきましても１き続きの御指導を賜りますようお願

いを申し上げ、そして、皆様とともにすばらしい新年が迎えられますよう御祈念申し上

げ、閉会に当たりましてのお礼の挨拶とさせていただきます。まことにありがとうござ

いました。

午前１０時５１分
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